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事例 11  樹⽊採取権制度を活用した林業事業体の育成 
（九州森林管理局 熊本南部森林管理署） 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

熊本南部森林管理署管内に指定した「九州１球磨川樹木採取区（区域面
積：190ha）」では、令和４(2022)年８月より樹木採取権者である株式
会社南栄が事業を実施しています。一定区域において一定期間、安定的に
樹木を採取できるという樹木採取権制度の特徴を活かし、令和５(2023)
年度は、樹木採取区で約 3,300 ㎥を生産しました。また、伐採跡地の植
栽については、花粉の少ない苗木を確保し花粉発生源対策の推進に寄与す
るとともに、着実に再造林を実施しています。 

同社は、これまで⺠有林を中心に、一部国有林から購入した⽴木の素材
生産を行ってきました。樹木採取権の取得を契機に川中事業者と安定供給
に関する協定を締結するなど、先を見通した安定的な事業量の確保が可能
となりました。将来的には⺠有林からの施業受託など、事業の幅を拡げて
いきたいとしています。 

熊本南部森林管理署では、引き続き、樹木採取権制度を通じた林業事業
体の育成や確実な再造林に取り組んでいきます。 
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（ 令 和 ６ ( 2 0 2 4 ) 年 4 月 ）  




